
秦野市ＰＴＡ連絡協議会 
令和５年度「決算総会」 ・ 令和６年度「予算総会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号議案      

令和５年度  秦野市ＰＴＡ連絡協議会事業報告 

月 市 P 連本部 市 P 連情報委員会 関連事業（県 P など） 

4 

 4/13（木）9 時 30 分 

情報委員会：はだのこども館 

 

4/15（土）10 時 決算・予算総会：本町公民館 

5 
5/27（土）10 時 役員会：渋沢中   

6 

 6/15（木）9 時 30 分 

情報委員会：はだのこども館 

6/17（土）県 P 定期総会 

6/17（土）10 時～12 時 役員・会長・情報合同会：渋沢中 

7 
7/22(土) 10 時 臨時役員会 

：渋沢中 

 中ブロック会議 

8 
8/26（土）10 時 役員会：渋沢中  8/25（金）～8/26（土） 

日本 PTA 全国大会：広島 

9 
9/16（土）10 時 会長会：渋沢中 9/14（木）9 時 30 分 

情報委員会：はだのこども館 

中ブロック会議 

10 
  関東ブロック大会：千葉 

11 

11/5（日） 秦野こども未来づくり会議：堀川公民館 11/9（木） 

県 P 大会：平塚市 

11/18（土）10 時 役員会：渋沢中 11/16（木）9 時 30 分 

情報委員会：はだのこども館 

12 
12/16（土）10 時 会長会：渋沢中   

1 

  1/18（木）9 時 30 分 

情報委員会：はだのこども館 

 

秦野市 PTA 大会 1/20（土）1２：３０～ 

2 
2/17（土）10 時 役員会：渋沢中  中ブロック会議 

3 

3/16（土）10 時 役員会：渋沢中 3/7（木）9 時 30 分 

情報委員会：はだのこども館 

3/1６（土）広報誌コンクール 

3/1～3/7 広報誌展示会 

県 P 年度末総会 

4 
決算・予算総会  

 



No. 委員会等名称 委員会等の概要 開催時期 主管課 令和5年度担当者 備考

1 はだのっ子アワード運営委員会

本市の恵まれた地域資源を生かし、「ふるさと秦野を愛する子ども

たち」を育むことを目的とした本事業のあり方について協議を行

う。

5月、11月 教育研究所
村田　史樹

会長

2 教科用図書採択検討委員会
小学校の教科用図書採択についての検討委員会を組織し、採択に向

け協議を行う。
5月、7月 教育指導課

村田　史樹

神山　友輔 会長・副会長

3 部活動検討委員会 今後の部活動のあり方について協議を行う。 6月、11月 教育指導課
諏訪　慶

牧嶋　信茂
会計・顧問

4 広域連携中学生交流洋上体験研修事業実行委員会
中学生の洋上体験研修事業についての実行委員会を組織し、事業の

実施に向け協議を行う。
4月、7月、10月 生涯学習課

牧嶋　信茂
会計

5 親子川柳大会実行委員会

普段、思っていても言えない親子間の感謝の思いやふれあいの言葉

を「川柳」という形で表現することによって、家族同士の心のつな

がりについて見つめなおす機会を持ってもらうことを目的に開催す

る。

5、10、11、12月 生涯学習課
長谷川　栖子

栗原　めぐみ

5.10.12月（実行委員会）

11月（表彰式）のみ村田

が参加

情報長・副

6 社会教育委員会議

主な職務は、社会教育に関する諸計画の立案や、教育委員会の諮問

に応じ、意見を述べるなど教育委員会に助言すること。会議におい

ては、事務局から、社会教育、生涯学習に関する議会関係での質問

事項や事業の報告を受け、内容について意見交換を行う。

6月、10月、2月 生涯学習課
神山　友輔

副会長

7 秦野市民会議実行委員会

市民総ぐるみの青少年育成活動を推進することを目的とした「地域

の子どもの幸せを考える秦野市民会議」の開催と、その内容等につ

いて協議するもの。

9月、11月、2月 こども育成課
牧嶋　信茂

9月、2月

市民会議は11月

会計

8 青少年問題協議会
青少年のよい行いをほめたたえる運動の審議、青少年の健全育成に

関する施策等について協議するもの。
10月 こども育成課 村田　史樹 会長

9 社会を明るくする運動推進委員会
犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を目指すため、様々な取組

を行うための協議を行う。
6月、7月 市民相談人権課

三川　辰徳
副会長

10 はだの市民が創る男女共同社会推進会議
男女共同社会の実現のため、調査や広報、啓発活動、その他必要な

事業を行う。

4月、6月、11月

その他随時
市民相談人権課

三川　辰徳

４月定期総会

６月男女共同社会フォー

ラム

11月市民の日、人権・男

女共同参画講演会　副会

長

11 市民の日運営委員会 秦野市市民の日を企画運営し、事業の実施に向け協議を行う。
5月、2月

市民活動支援課
三川　辰徳

副会長

12 防犯対策連絡協議会
地域の防犯関係団体と連携を図り、市内の安全安心なまちづくり実

現に向け、協議を行う。
2月 地域安全課 相良　牧子

書面開催により実施

（状況によって対面

の可能性有）

顧問

13 交通安全対策協議会
地域の交通関係団体と連携を図り、市内の安全安心なまちづくり実

現に向け、協議を行う。
5月 地域安全課

三川　辰徳
副会長

14 アイディア料理コンテスト
小中学生を対象に、秦野市の特産物を使用したオリジナル料理を募

集し、健やかな食生活の実現と秦野の文化継承を図る。

6月、10月、11月、

12月
こども家庭支援課 外山　優子

主催は秦野市食生活改善推進団

体で市後援事業　情報副

コンテスト当日(11月)の参加は

必須だが、一部書面での意見提

出可能

15 秦野市子ども・子育て会議
特定教育・保育施設の利用定員の設定、子ども・子育て支援に関す

る計画や施策への意見聴取及び実施状況の調査審議など。
10月、2月 子育て総務課 村田　史樹 会長

16 秦野市廃棄物対策審議会

市民、事業者、学識経験者等で組織する秦野市廃棄物対策審議会を

設置し、一般廃棄物の減量、資源化及び適正処理の推進に関する市

長の諮問事項を審議し、答申する。

7月、10月 環境資源対策課 村田　史樹 会長

17 教育委員会教育施策点検・評価会議

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、その権限

に属する事務の管理及び執行の状況について、学校教育関係者、生

涯学習関係者及びその他教育関係者の方々で組織する「教育施策点

検・評価会議」において、点検及び評価を行う。

5月、6月 教育総務課

村田　史樹

神山　友輔 会長・副会長

18 秦野市学校給食運営審議会

学校給食の実施に関する重要事項について、教育委員会の諮問に応

じて調査又は審議を行い、その結果を答申し、又はその意見を建議

する。

5月、10月、2月 学校教育課
相良　牧子

中園　裕司
顧問

19 秦野市通学路安全対策推進懇話会
秦野市立小中学校の通学路の安全対策について、意見又は助言を行

う。
7月、10月、2月 学校教育課

神山　友輔
副会長

20 秦野市電子地域通貨事業推進懇話会

地域経済の活性化を図るとともに、市民の暮らしをより一層便利で

快適なものとするため、電子地域通貨の普及に無得た意見又は助言

を求めるため設置。

随時
産業振興課

諏訪　慶
顧問

21

４駅にぎわい創造検討懇話会（鶴巻温泉駅）

４駅にぎわい創造検討懇話会（東海大学前駅）

４駅にぎわい創造検討懇話会（渋沢駅）

駅周辺市街地の活性化に向けた未来ビジョンを住民、商業者、企

業、関連事業者等と行政が一体となって協議し、将来の町のあり方

の共有を図るため設置。

随時
産業振興課

高橋　泰久

竹尾　信行

村田　史樹

令和４年度副会

長、R5会長

令和５年度　秦野市ＰＴＡ連絡協議会　各種委員会等委嘱担当表                       (出席者と日程については、若干の変更あり)





役　職  氏　　名　　（ ふ　り　が　な ） 単Ｐ名

　会長 内田　慎之介　（うちだ　しんのすけ） 大根中学校

　副会長 井下　豊　　　　（いのした　ゆたか） 渋沢小学校

　副会長 金子　直樹　　 （かねこ　なおき） 南小学校

　副会長（校長） 山口　昌男   　（やまぐち　まさお） 大根中学校

　会計 竹石　光仁　   （たけいし　みつひと） 西小学校

　会計 諸星　文子　   （もろほし　あやこ） 南が丘中学校

　情報委員長 橋爪　梨絵　   （はしづめ　りえ） 北中学校

　情報副委員長 山本　啓子     （やまもと　けいこ） 本町中学校

　情報副委員長 竹尾　信行　   （たけお　のぶゆき） 鶴巻中学校

　事務局 山口　昌男　   （やまぐち　まさお） 大根中学校

　顧問（県Ｐ理事） 村田　史樹   　（むらた　ふみき） 渋沢中学校

　顧問（情報委員会） 長谷川　栖子　（はせがわ　せいこ） 末広小学校

令和６年度　秦野市ＰＴＡ連絡協議会役員候補者

第３号議案　　令和６年度役員承認に関する件



第４号議案

市Ｐ連「本部役員会」 市Ｐ連「情報委員会」 関連事業（県Ｐなど）

4/6（土）10:00

情報委員会：はだのこども館

5月
5/25（土）10:00

役員会：大根中

6/8（土）10:00

情報委員会：はだのこども館

7月 中ブロック会議

8月
8/24（土）10:00

役員会：大根中

8/　（　）～8/　（　）

日本PTA全国大会：

9月
9/14（土）10:00

会⾧会：大根中

9/21（土）10:00

情報委員会：はだのこども館
中ブロック会議

10月 関東ブロック大会：

11/16（土）10:00

役員会：大根中

11/16（土）13:00

情報委員会：はだのこども館

12月 中ブロック会議

1/11（土）10:00

役員会：大根中

1/11（土）13:00

情報委員会：はだのこども館

1/25（土）10:00

会⾧会：大根中

2月
2/15（土）10:00

役員会：大根中

3月
3/15（土）10:00

役員会：大根中

3/　（　）情報委員会：はだのこども館

3/　（　）広報紙コンクール

3/　（　）～3/　（　）広報紙展示会

県Ｐ年度末総会

4月

令和６年度　事業計画（案）

12/14（土）

秦野市PTA大会：保健福祉センター

決算・予算総会

1月

6/　（　）

県Ｐ定期総会

11/　（　）

県Ｐ大会：

4/13（土）10:00

決算・予算総会：本町公民館

6/15（土）10:00

会⾧・情報委員 合同会：大根中

6月

4月

11/10（日）

秦野こども未来づくり会議：堀川公民館
11月



第５号議案

収入総額 1,444,647 円

支出総額 1,444,647 円

差引総額 0 円

収入内訳
項　　目 令和６年度　予算額(A) 令和５年度　予算額(B) 比較増減(A)－(B) 摘    要（見込）

１．単Ｐ分担金 409,410 415,920 ▲ 6,510

会費 30円×10,047世帯
(注記1)

分担費　3,000円× 2校
　　 　 5,000円×19校
        7,000円× 1校

２．繰越金 942,237 1,088,088 ▲ 145,851 前年度繰越金

３．補助金 93,000 93,000 0 秦野市補助金

４．雑収入 0 0 0
利息・県Ｐ助成金
子ども110番ステッカー

合　計 1,444,647 1,597,008 ▲ 152,361

支出内訳
項　　目 令和６年度　予算額(A) 令和５年度　予算額(B) 比較増減(A)－(B) 摘　　要

１．会議費 40,000 30,000 10,000 名札等備品、お茶

２．事務通信費 100,000 210,000 ▲ 110,000 消耗品費・印刷配信費
書類作成用PC入替

３．旅費 150,000 210,000 ▲ 60,000 活動費

４．研修会費 100,000 260,000 ▲ 160,000 講師謝礼、備品代等
→市Ｐ連開催の研修・会議費用

５．情報委員会費 100,000 160,000 ▲ 60,000 活動・研修費

６．広報費 60,000 80,000 ▲ 20,000 WEB管理費・賞状等

７．作品展奨励費 31,000 30,000 1,000 たばこ祭り作品展

８．単Ｐ活動奨励費 200,000 0 200,000 給食センター試食会補助等

９．子ども110番ステッカー 30,000 5,000 25,000 子ども110番ステッカー代

10．研修補助費 20,000 20,000 0 視察研修費補助
→日Ｐ・県Ｐ大会補助も含む

11．県・中分担金 340,000 338,712 1,288 県Ｐ分担金（31円×10,047世帯）
振込手数料

12．予備費 273,647 253,296 20,351

合　計 1,444,647 1,597,008 ▲ 152,361

注記1：規約では会費95円だが、令和5年度の活動を通して、アフターコロナ時代の活動経費が目途が立ったため、もう1年減
額のまま繰越金（予備費）での活動を行い、PTA活動のための会計を適正化します。
※単Ｐ分担金は、徴収方法・時期について事務局で検討し、後日連絡します。

令和６年度　収支予算（案）



  秦野市ＰＴＡ連絡協議会規約  

 

名称及び事務局 

 第１条  この会は秦野市ＰＴＡ連絡協議会という。 

 第２条  この会の事務局は会長が所属する学校内におく。 

 

目的 

 第３条  この会は秦野市小学校並びに中学校及びその他の学校のＰＴＡ相 

     互の連絡を密にし、各単位ＰＴＡの進歩発展をはかることを目的と 

     する。 

 第４条  この会は前条の目的をとげるため次の活動をする。 

    １ . 各単位ＰＴＡ相互の連絡と情報の交換 

    ２ . ＰＴＡ運営に関する研究会、講習会、講演会等の開催 

    ３ . 国及び地方公共団体に対する陳情並びに請願 

    ４ . 単位ＰＴＡ相互の親睦を図るためのレクリエーションの開催 

    ５ . その他必要と認められる事項 

 

方針 

 第５条  この会は次の方針に従って活動する。 

    １ . 教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関に協力する。 

    ２ . 特定の政党や宗教にかたよることなく、また会の目的達成のため 

     以外は、営利を目的とする行為は行わない。 

    ３ . この会の名または役名を使ってすべての選挙の候補者を推薦しない。 

    ４ . 加盟単位ＰＴＡの自由な活動を尊重し、これを制約するようなこと 

     はしない。 

        ５ . 学校の人事その他管理には干渉しない。 

 第６条  この会は秦野市の小学校並びに中学校及びその他の学校のＰＴＡを 

     もって組織する。 

 

経理 

 第７条  この会の活動に要する経費は分担金、寄付金及びその他の収入によ 

     って維持される。 

 第８条  この会に加盟した各単位ＰＴＡは必要経費を次の通り分担するもの 

     とする。 

    １ .分担金は各校クラス数に応じた金額とし、そのＰＴＡの会員数に 

         ９５円を乗じた額を合算したものとする。 

       ６学級以下 ・・・３ ,０００円 

            ７～２４学級・・・５ ,０００円 

            ２５学級以上・・・７ ,０００円 

    ２ . 会員数の算定基準はその年度の５月１日現在とする。 

    ３ . 年度途中において加盟したＰＴＡのその分担額は、その都度協議会 

     で決める。 

 第９条  この会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月末日に終わる。 

 

役員 

  第１０条 この会には次の役員をおく。 

     

        １ . 会 長        １名 

        ２ . 副会長                ３名（保護者２名 教師１名） 

        ３ . 書 記        １名 

        ４ . 会 計                ２名 

        ５ . 情報委員正、副委員長   ３名 

        ６ . 県Ｐ役員      若干名（神奈川県ＰＴＡ協議会に役員が出た場合） 

― 規 約 １ ―  



 第１１条 役員は協議会において、協議会の互選によって決め、総会の承認を 

         得る。但し顧問は過年度協議員より若干名おくことができる。 

 第１２条 役員の任期は１年とする。但し再任は妨げない。 

 

 第１３条 会長はこの会を代表し、次の職務を行う。 

    １ . 役員会及び協議会を召集し、会議の議長となる。 

    ２ . 必要に応じて協議会の同意を得て臨時委員会を委嘱する。 

 第１４条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

 第１５条 書記は次の職務を行う。 

    １ . 役員及び協議会の議事並びに活動に関する重要事項を記録する。 

    ２ . 記録、通信その他の書類を保管する。 

 第１６条 会計は次の職務を行う。 

    １ . 協議会が決定した予算に基づいて総ての会計事務を処理する。 

    ２ . 年度末協議会では会計監査を経た決算を報告する。 

 

専門部会 

 第１７条 この会には必要により専門部会をおくことができる。 

 

会計監査委員 

 第１８条 この会の経理を監査するため毎年４月～５月に開く協議会において 

     会計監査委員２名を選出する。 

 第１９条 会計監査委員は選出された年度の経理を監査して、任務を終わる。 

 

協議会 

 第２０条 協議会はこの会の最高決定機関である。 

 第２１条 協議会は加盟単位ＰＴＡより選出された３名（原則として、会長 校長  

情報委員）の協議会をもって構成される。 

 第２２条 協議会は所属する単位ＰＴＡを代表するものとみなす。 

 第２３条 協議会は役員会が必要と認めた時又は１／２以上の単位ＰＴＡより 

     要求があった時開催する。 

 

役員会 

 第２４条 役員会は全役員をもって構成され、各単位ＰＴＡの連絡調整を図り 

     協議会に提出する予算案、活動計画ならびにその他の議案を調整する。 

 第２５条 役員会は必要のある都度これを調整する。 

 

情報委員会 

 第２６条 この委員会は各単位ＰＴＡより選出された委員をもって構成する。 

 第２７条 この中には次の役員をおく。 

      委員長    １名     副委員長    ２名 

  第２８条 この委員会は第３条の目的をとるための研修と広報活動を行う。 

 

臨時委員会 

 第２９条 この会の活動に必要な事項について、調整研究立案するための臨時 

     委員会を置くことができる。 

 第３０条 臨時委員は協議委員以外の単位ＰＴＡ会員の中から委嘱することが 

     できる。 

  第３１条 役員会はこの会の運営に関し必要な規則を定めることができる。 

 第３２条 役員会は細則を制定または改廃したときは、その結果を協議会に報 

     告し承認を得なければならない。 

改正 

 第３３条 この規約は協議会において出席者の１／２以上の賛成がなければ改 

     正することはできない。 

― 規 約 ２ ―  



付則 

   ・この規約は昭和４７年４月 １日より施行する。 

    １．昭和５０年６月２７日規約一部改正し当日より施行する。 

    ２．昭和５１年５月２６日規約一部改正し当日より施行する。 

       ３．昭和５２年５月２７日規約一部改正し当日より施行する。 

       ４．昭和５５年５月 ６日規約一部改正し当日より施行する。 

       ５．昭和５６年６月１７日規約一部改正し当日より施行する。 

       ６．昭和５７年６月 ２日規約一部改正し当日より施行する。 

       ７．昭和６３年５月２３日規約一部改正し当日より施行する。 

       ８．平成１４年４月２０日規約一部改正し当日より施行する。 

    ９．  平成１７年４月１６日規約一部改正し平成１８年４月１日より施行する。 

    １０．平成１８年４月１５日規約一部改正し当日より施行する。 

     １１．平成２１年４月１１日規約一部改正し当日より施行する。 

   １２．平成２２年４月１０日規約一部を正し当日より施行する。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 規 約 ３ ―  



 

秦野市ＰＴＡ連絡協議会個人情報取扱要領 

 

（目的） 

第１条 秦野市ＰＴＡ連絡協議会（以下「本会」という。）が保有する個人情報の適正な取

扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、ＰＴ

Ａ会員名簿及びその他の個人情報データベース（以下、単に「個人情報データベース」

という。）の取扱いについて定めるものとする。 

（責務） 

第２条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、ＰＴＡ活動において

個人情報の保護に努めるものとする。 

（管理者） 

第３条 本会における個人情報データベースの管理者は、本会の会長とする。 

（取扱者） 

第４条 本会における個人情報データベースの取扱者は、本会の事務局とする。 

（秘密保持義務） 

第５条 個人情報データベースの管理者及び取扱者は、職務上知ることができた個人情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。 

（収集方法） 

第６条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、

本人に明示しなければならない。なお、要配慮個人情報などを収集するときは、あらか

じめ本人の同意を得なければならない。 

（利用） 

第７条 取得した個人情報は、次に掲げる目的の為に利用する。 

 (1) 行事・会合等の連絡 

 (2) 名簿や資料等の作成 

 (3) 役員・委員選出等に係る諸資料の作成 

（利用目的による制限） 

第８条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目

的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

（管理） 

第９条 個人情報は、管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。 

 ２ 不要となった個人情報は管理者または取扱者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄

するものとする。 

（保管及び持ち出し等） 

第１０条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィル

ス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管しなければならない。また、持ち出す場合

は、電子メールで送付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行わなければ

ならない。 

（第三者提供の制限） 

第１１条 個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に

提供してはならない。 

 (1)法令に基づく場合 

 (2)人の生命、身体又は財産の保護（災害等）のために必要な場合 



 (3)公衆衛生の向上又は児童（生徒）の健全育成の推進に必要がある場合 

 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第１２条 個人情報を第三者（前条第１号から第４号の場合及び神奈川県、秦野市を除く）

に提供したときは、次に掲げる項目についての記録を作成し、及び保存しなければなら

ない。 

 (1) 第三者の氏名及び住所 

 (2) 第三者に個人情報を提供した経緯 

 (3) 提供をする対象者の氏名 

 (4) 提供をする情報の項目 

 (5) 対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要） 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第１３条 第三者（第１１条第１号から第４号の場合及び神奈川県、秦野市を除く）から

個人情報の提供を受けるときは、次に掲げる項目についての記録を作成し、及び保存し

なければならない。 

 (1) 第三者の氏名及び住所 

 (2) 第三者から個人情報を取得した経緯 

 (3) 提供を受ける対象者の氏名 

 (4) 提供を受ける情報の項目 

 (5) 対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要） 

（情報開示等） 

第１４条 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、又は削除を求められた

ときは、法令に沿ってこれに応じなければならない。 

（漏えい時等の対応） 

第１５条 個人情報データベースを漏えい等（紛失含む）したおそれがあることを把握し

たときは、直ちに管理者に報告しなければならない。 

 ２ 管理者は、前項の報告を受けたときは、国の個人情報保護委員会が定めるガイドライ

ン等にしたがい、適切な対応を図るものとする。  

（研修） 

第１６条 本会は、本会の役員に対して、定期的に、個人データの取り扱いに関する留意

事項について、研修を実施するものとする。 

（苦情の処理） 

第１７条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければ

ならない。 

（改正） 

第１８条 この要領の改正は、役員会において行い、総会で報告する。 

 

   附則 

  この要領は、平成３０（２０１８）年４月１日から施行する。 


